
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県沼津市岡宮１１８２番地の１ 

社会福祉法人 駿河厚生会 
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２０２５年 4 月１日 適用 

 
ケアハウス 岡宮グリーンヒル 

 
 
短期利用特定施設入居者生活介護 

重 要 事 項 説 明 書 
 

短期利用特定施設入居者生活介護の提供の開始に当たり、当事業者が

利用者に説明すべき重要事項は本書のとおりです。 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（静岡県指定第 ２２７１１０１５６６ 号） 
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１ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的  

在宅における要介護高齢者のご家族の“レスパイトケア”を支援する

観点から、３０日以内の利用期間を設定して、施設の空室を利用した短

期利用特定施設入居者生活介護（以下、「短期利用生活介護」という。）

を提供します。 

ご利用できるのは、要介護認定を受けた方（以下、「ご利用者」という。）

であって、施設は、短期利用特定施設サービス計画（以下、「短期利用サ

ービス計画」という。）に基づき、適正な短期利用生活介護を提供するこ

とを目的とします。なお、要支援者はご利用できません。 

 

 

 

 

 

運営の方針  

○短期利用生活介護は、施設の入居定員の範囲内で、空いている居室を

利用して行います。 

○短期利用生活介護は、国及び県が定めた施設基準を満たす特定施設に

おいて、その提供が認められることから、施設が次の要件を満たすこ

とによって、サービスの提供が可能になります。 

 

①短期利用生活介護を利用できる利用者の数は、入居定員の１０％以下

であること。 

②短期利用生活介護の開始に当たり、あらかじめ３０日以内の利用期間

を定めること。 

③介護保険法第７６の２第１項の規定による勧告、同条第３項の規定に

よる命令、老人福祉法第２９条第１１項の規定による命令、社会福祉

法第７１条の規定による命令又は高齢者の居住の安定確保に関する

法律第２５条各項の規定による指示（以下「勧告等」という。）を受

けたことがある場合にあっては、当該勧告等を受けた日から起算して

５年以上の期間が経過していること。 

 

※レスパイトとは、休息・息抜きなどを意味し、在宅ケアを担って

いるご家族の疲労を癒やすため、ケアを一時的に代替しリフレッシ

ュを図ってもらうというサービスです。 
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○ご利用者ごとに作成した短期利用サービス計画に基づき、入浴、排せ

つ、食事の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世

話を行うことにより、要介護状態にあるご利用者が、その有する能力

に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう援助を行います。 

○ 全室個室とリビングルームを中心とした「ユニットケア方式」により、

ご利用者が少人数の家庭的な雰囲気の中で、落ち着いた日常生活を送

ることができるよう配慮します。 

○ 関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス、各種団体及びボランティ

ア等とも連携を図りながら、ご利用者本位の、総合的で高品質な短期利

用生活介護を提供することをめざします。 

 

２ 事業者の概要 

事業者の名称 社会福祉法人 駿河厚生会 

事業者の所在地 静岡県沼津市大岡３５７１番地の１ 

法人設立年月日 平成８年３月２７日 

代表者名 理事長 河野 義文 

電話番号 ０５５－９２６－８５００ 

事業者が経営す

る当施設以外の

事業 

介護老人福祉施設「沼津フジビューホーム」、地域密着型介護老人福

祉施設「柏葉尾苑」、軽費老人ホーム「沼津グリーンヒル」、短期入

所、通所介護、訪問介護、かどいけ地域包括支援センター、居宅介

護支援、在宅介護支援センター、認可保育園「丘の上保育園、研修

センター等 

 

３ 施設の概要 

 （１）施設の名称等 

施設の名称 

○（特定施設入居者生活介護） 岡宮グリーンヒル 

○（介護予防特定施設入居者生活介護） 岡宮グリーンヒル 

※当施設は、混合型特定施設として、要介護者だけでなく、要支援者

に対しても介護保険給付の対象である介護サービスを提供します。 

 ただし、短期利用生活介護については、要支援者は利用ができませ

ん。 

施設の所在地 静岡県沼津市岡宮１１８２番地の１ 
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施設長名 山本  潔 

指定番号 静岡県指定 第２２７１１０１５６６ 号 

電話番号 ０５５－９２８－６８１１ 

ＦＡＸ番号 ０５５－９２８－６８３３ 

Ｅ-mailアドレス c a r e -o ka n om i ya 2＠ a r om a . o c n . n e . j p  

 

（２）敷地及び建物 

敷  地 ４，８５９.９６㎡ 

建 物 

構 造 鉄筋コンクリート造２階建（耐火構造） 

建築面積 １，８５４．６１㎡ 

延床面積 ２，７８９．４５㎡ 

 

（３）主な設備 

設備の種類 面積等 内   容 

居  室 

６０室 

 

２０．００ 
    ㎡ 

○６０室の全室個室で、暖房便座付きトイレ、洗面、収納、

ミニキッチンのスペースを設けています。 

○所持品は、収納スペースに限りがありますので、最小限に

お願いします。 

○施設が提供する短期利用生活介護は、ご利用者の居室にお

いて行います。 

○ご利用者の心身の状況の変化に応じ、より適切な介護のた

め必要と認める場合には、居室の変更をお願いすることが

あります。その際は、あらかじめ、ご利用者又はご家族等

と協議の上決定します。 
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共同生活室 

（リビング 
ルーム） 

６室 

２３．２５ 
    ㎡ 

○居室に近接して、１０人ごとのご利用者が談話・娯楽・集会

及び食堂として使用することができるリビングルームを設け

ています。 

○リビングルームは、居室１０室当たりに１ヵ所を設け、こ

れを一つの生活単位（ユニット）とします。 

○日常的な短期利用サービスの提供は、原則として、ユニ

ット単位に行います。なお、各ユニットのご利用者同士

が相互に行き来できるように配慮しています。 

浴  室 
全フロアで
６ヵ所 

○一人浴槽及び大浴層の他に、要介助者のためのリフト付

き浴槽及び特殊浴槽を設けています。 

便  所 
 ○各居室内のほか、各階各所に設けています。 

○車いすに対応しています。 

機能訓練室 
４６．７７ 
    ㎡ 

○目的に応じた機能訓練器具等を備えています。 

バリアフリ

ー仕様 
 

○施設内は段差のないバリアフリー仕様になっています。 

○車いすでも生活できるよう配慮されています。 

 

（４） 施設で併せて実施する事業 

事業の種類 利用定数 静岡県指定 

デイサービスセンター １８人 第２２７１１０１５６６号 

 

４ 職員の配置状況 

（１）職員の配置体制 

「介護予防特定施設入居者生活介護事業所」、「特定施設入居者生活介護事業所」及び「短

期利用特定施設入居者生活介護事業所」として配置すべき職員を合わせた体制です。 

                      （単位：人） 

職種 職務の内容 常勤 非常勤 合計 

施設長 施設全般の管理・運営に当たります。 １ － １ 

事務員 施設に関わる事務全般を担当します。 ２ － ２ 
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生活相談員 

ご利用者・ご家族の生活・介護全般に関

する相談・援助、地域の他の関係機関・

諸施設との連携を行います。 

１ － １ 

計画作成担当者 
 

介護支援専門員がご利用者の短期利用

サービス計画を作成します。 
１ － １ 

看護職員 

（看護師） 

短期利用サービス計画に基づき、ご利用

者への看護を提供します。 

常勤換
算2人
以上 

－ 

 
常勤換算
2 人以上 

介護職員 
短期利用サービス計画に基づき、ご利用

者への介護サービス全般を提供します。 

常勤換
算 2１
人以上 

－ 

常勤換算
2１人以
上 

機能訓練指導員 

専門の機能訓練指導員が、ご利用者の心

身機能の維持・向上のための訓練を実施

します。 

１ － １ 

管理栄養士 ご利用者の栄養管理指導を実施します。 1 － 1 

調理員 
調理は給食業者への委託です。 

（給食業者：日清医療食品㈱静岡営業所） 
(４)  （－） (４)  

※ 看護・介護職員は、静岡県が定める基準（利用者３人に対し１人配置）を上回

る手厚い体制（利用者２．５人に対し１人以上）をとっています。 

 

（２）職員の勤務体制 

職 種 勤務体制 

管理者 ８：３０～１７：３０ 常勤で勤務します。 

生活相談員 ８：３０～１７：３０ 常勤で勤務します。 

計画作成担当者 
日勤  ８：３０～１７：３０  

夜勤 16：００～翌９：００で 常勤で勤務します。 

介護職員 

（日中はユニットごと

に担当します） 

早番１    ６：００～１５：００ 

早番２    ７：００～１６：００ 

早番３   ７：30 ～１６：００ 

遅番 1    9：３０～１8：３０ 

遅番 2  １０: ００～１９：００ 

遅番３  １2：3０～ 19：3０ 
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夜勤     １６：0０～翌９：0０ 

昼間  ７：００～１９：００は、ユニットごとの対応と

なります。１ユニット２～４名の職員を配置します。 

夜間 (１９：００～翌７：００)は、フロアごとの対応と

なります。各フロアに１名の夜勤介護職員を配置します。 

看護職員 

早番   ７：３０～１６：３０ 

日勤   ８：００～１７：００ 

遅番１   9：００～１8：００ 

遅番２  ９：３０～１８：３０ 

夜間は、交代で自宅待機を行い、緊急時に備えます。 

機能訓練指導員 

早番  ８：００～１７：００ 

日勤  ８：３０～１７：３０ 

遅番  ９：００～１８：００ 

管理栄養士 ８：３０～１７：３０ 常勤で勤務します。 

 

５ 利用定員：最大６人 

短期利用生活介護を利用できる利用者の数は、静岡県の定める基準により、入居定員

の 10％以下であるため最大で６人になります。 

 

６ サービスの利用に当たっての留意事項 

○ 短期利用生活介護は、在宅のケアプランに基づき、区分支給限度基準額の範囲

内でのみ利用が可能です。 

○ 居宅介護支援事業所による給付調整・給付管理が行われます。 
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７ 施設が提供するサービスの内容及び利用料金 

○ 施設では、ご利用者又はご家族の要望や、ご利用者について解決すべき課題等

を把握し、これに基づき個人ごとに作成した「短期利用サービス計画」に沿っ

て適切な介護サービスを提供します。 

○ 原則として各ユニットごとに介護サービスを提供します。 

○ 利用料金は、（１）居住費（家賃）、（２）生活費（食費を含む）、（３）介護保険適

用サービス（介護保険の１割又は２割又は 3 割負担分）、（４）職員増配置費用、（５）

有料オプションサービスに要する費用です。 

 

（１）居住費（家賃） 

  月額家賃２０,０００円をご利用日数に応じてご負担いただきます。 

            利用日数 

２０,０００円 ×   ３０日  ＝ 円未満切捨て 

※居室の明け渡しが、退去日の翌日以降となった場合には、居住費は、明け渡し日ま

で日割り計算にて請求させていただきます。 

 

（２）生活費（食費を含む） 

  食事代及び光熱水費（居室以外の部分）に充てる費用です。 

  月額生活費４８，７６５円をご利用日数に応じてご負担いただきます。 

            利用日数 

４８，７６５円 ×   ３０日  ＝ 円未満切捨て 
 

11 月から翌年 3 月の間は、冬季加算（⇒暖房費 2,1５0 円）が加算されるので、

50,915 円となります。 

 

（３）介護保険適用サービス 

（ア）サービスの内容 

サービスの種類 内  容 

○食 事 

 

○管理栄養士の指導に基づく献立表により、栄養とご利用者の身

体状況に配慮したバラエティに富んだお食事を提供します。 

○お食事はできるだけ離床して、各ユニット内のリビングルーム

でとっていただきます。 

○ご利用者と職員とが一緒に喫食します。ご利用者が生活の中で
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できるだけ役割を見出せるよう、配下膳のお手伝いをお願いす

ることがあります。 

○お食事に介助が必要な方は、介護職員が食事介助をします。 

○身体状況等で食事の形態を変更したい方は、あらかじめお申し

出下さい。 

○ 排せつ 

○ご利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排

せつの自立について適切な援助を行います。 

○おむつ等を使用する方に対しては、必要に応じておむつ交換を

行います。 

※おむつ、尿取りパッド等の排せつ用品は、介護保険給付の対象

外であるため、ご利用者の負担となります。 

○ 入 浴 

○週２回までの入浴又は清拭の介助を行います。 

○寝たきり等で座位のとれない方は、リフト浴又は機械浴での入

浴となります。 

○着替え・整容 

○寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

○生活のリズムを考えて朝夕の着替えができるよう配慮します。 

○個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助し

ます。 

○シーツ交換は原則週１回実施します。 

○ 環境整備 

○ご利用者が快適な生活を送ることができるように適切な環境

を整えます。 

○居室の清掃は原則週 1 回実施します。 

○必要に応じてご利用者の居室の整理、ゴミの処理を行います。 

○ 健康管理 

○看護職員による健康相談、心身状況の把握に努めます。 

○看護職員又は協力医療機関との連携によりご利用者に対して 

２４時間連絡体制を確保し健康上の管理を行います。 

○協力歯科医療機関の指導のもとに、誤嚥防止や口腔内の清潔 

向上に努めます。 

○必要に応じて、ご利用者の服薬支援を行います。 

○ 機能訓練 ○機能訓練指導員によるご利用者の状況に適合した機能訓練を
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行い、生活機能の維持・改善に努めます。 

○体操や遊びを取り入れた、グループでのリハビリも実施します。 

○日常生活の中で、ご自分ができることを行っていただくことで、

生活リハビリを推進します。 

○ 相談・援助 

○当施設は、ご利用者及びご家族からの相談については誠意をも

って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

○職員には守秘義務があります。お気軽にご相談下さい。 

（相談窓口） 生活相談員：土屋 絵莉香 

○ 協力医療機関へ

の通院・付き添い 

○協力医療機関への通院時の送迎・受診時の職員付き添いは、基

本サービスに含まれます(無料)。 

※協力医療機関については「１２ 協力医療機関について」をご

覧下さい。 

○原則として、あらかじめご予約が必要です。 

○ 買い物代行 

○日常生活用品の購入代行として、週に１回（無料）、ご利用者

からの要望をとりまとめて、決まった店舗での買い物を無料で

代行します（食料品を除く少額な物品のみ）。 

※上記以外の買い物代行を希望される場合は有料となります。 

 

（イ）介護保険適用サービスの利用料金 

○ 下記の料金表により、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から、介護保

険の給付額（９割～７割）を控除した金額（１割～３割）をお支払いいただきます。 

○ ご利用者本人がまだ要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金の全額を

いったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額

が介護保険から払い戻されます（償還払い）。万一、要支援の認定を受けた場合は、

全額が自己負担となります。 

○ 償還払いとなる場合は、ご利用者又はご家族が保険給付の申請を行うために必要と 

なる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

○ 介護保険適用サービスの料金体系は、介護保険関係法令に基づき定められていま

す。料金の変更については、将来、介護保険関係法令の改正等があった場合に改定

されることがあります。 
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① １日当たりの基本単位数（厚生労働大臣が定めた基準です。） 

  （沼津市における報酬単価は、１単位＝１０．１４円です） 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

５４２単位/日 ６０９単位/日 ６７９単位/日 ７４４単位/日 

 

８１３単位/日 

 

 

② 加算についての説明 

サービス提供

体制強化加算 

（Ⅰ） 

２２単位／日 

（Ⅱ） 

１８単位／日 

・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める

割合が（Ⅰ）７０％以上（Ⅱ）６０％以上配置

されている場合に算定します。 

夜間看護 

体制加算 

（Ⅱ） 

 

９単位／日 

・ご利用者に対して２４時間の看護連絡体制を

確保し、かつ必要に応じて健康上の管理等を行

う体制を確保している場合に算定します。 

生産性向上推

進体制加算 
（Ⅰ） 

１００単位/月 

（Ⅱ） 

１０単位/月 

見守り機器等のテクノロジーを複数導入すると 

ともに、生産性向上ガイドラインに基づいた業 

務改善の取組等を継続的に行い、その効果を厚 

生労働省にデータ提出している場合に算定しま 

す。 

※（Ⅰ）（Ⅱ）のいずれか一方が算定されます 

介護職員処遇

改善加算 

総単位数の 

（Ⅰ） 

１２８/１０００ 

（Ⅱ） 

１２２/１０００ 

（Ⅲ） 

110/1000 

（Ⅳ） 

88/1000 

一ヶ月の総単位数のうち所定の割合が介護職員

等処遇改善加算として上乗せされます。端数は

四捨五入されます。 
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（4）介護保険給付対象外サービス 

 

介護保険給付対象外サービスの内容と利用料金 

① 職員増配置費用 

○ 看護・介護職員について、国及び県の基準（ご利用

者３名に対し看護・介護職員 1 名）を上回る配置（ご

利用者２．５名に対し 1 名以上）に伴う費用です。 

○ 下表のとおり要介護度区

分に応じ、費用負担が異な

ります。 

【要介護度別／職員増配置費用】  

 〔１日の場合〕            

※単位：円（消費税非課税） 

 

 

 

② その他の有料オプションサービス（ご利用者の希望と選択に基づき提供します。） 

メニュー 内 容 費 用 

○おむつ等の提供 ご利用者のご希望に応じて提供します。 実 費 

○日常生活上必

要となる諸費

用 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常

生活に要する費用でご利用者に負担して

いただくことが適当であるものにかかる

費用です。（歯磨き粉・歯ブラシ・ティッ

シュペーパー・石鹸・居室のトイレットペ

ーパー等） 

実 費 

○当施設では、介護保険給付サービスのほか、以下のメニューの介護保険給付対象外 

サービスの便宜を図ります。 

○「職員増配置費用」以外の介護保険給付対象外サービスの提供は、ご利用者の希望 

 と選択に基づいて行います。 

○介護保険給付対象外サービスの提供に伴う利用料金は、以下に記載のとおりです。 

 当該サービスの利用料金は、将来、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事 

 由がある場合には、見直しを行います。 

○見直しを行う場合には、変更内容及び変更事由については、あらかじめご説明し、 

 ご利用者から同意をえるものとします。 

職員増配置費用 

１，４８０ 

〔３０日の場合〕            

※単位：円（消費税非課税） 

職員増配置費用 

４４，４００ 
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○トロミ剤 

嚥下機能が低下している方のための水分

摂取サポートとして、施設で一括購入する

トロミ剤を使用する場合 

使用料/日 料金/月 

3.5g 600 円 

6.5g 1100円 

10g 1700円 

13.5g 2200円 

20.5g 3400円 
 

○入浴用消耗品 
施設で一括購入する、シャンプー、リンス、

ボディーソープを使用する場合 
５０円／月 

○トイレ清掃用

消耗品 

施設で一括購入するトイレ用シートクリ

ーナー、トイレ用洗剤を使用する場合 
１７０円／月 

○通 信 
コピー・ファックス等をご利用になった場

合の費用です。 

コピー 

カラー  ３0 円/１枚  

それ以外 10 円/１枚 

ファックス10円/1回 

○理髪・美容 
月に１回、専門業者の出張による有料理

髪・美容サービスをご利用いただけます。 

実 費 

毎月第４土曜日 

クランチケア 

○インフルエン

ザ予防接種 
自治体によって助成があります。 実 費 

○貴重品等の管理 

ご入居者ご家族の希望により、預貯金通帳

その他の貴重品の管理・保管・出納を行い

ます。預り金管理規定に則り「金品等管理

委託依頼書」他が必要です 

 

１．預貯金通帳、印鑑、年金証書、現金、

その他貴重品をお預かりし、管理、保

管、出納、報告を行います。 

１２０円／日 

２．現金のみお預かりし、管理、保管、

出納、報告を行います。 
６０円／日 

３．医療保険証類および介護保険証類だ

けの管理委託については、利用者負担

はありません。 

無 料 

○私物の洗濯 

（原則として、ご

自身でお洗濯を

お願いします。） 

職員がご利用者の居室の洗濯機を使用し

て洗濯を代行する場合 

洗濯  １００円 

洗濯干し１００円 

取り込み１００円 

たたみ １００円 

（各１回当たり単価） 

職員が施設の乾燥機を使用して乾燥を代

行する場合 
１００円／１０分 



 

 14 / 29 

 

洗濯をすべて施設にお任せの場合は、施設

がまとめてクリーニング業者に洗濯を依

頼します。（他の入居者と取り違いがない

よう衣類等にはあらかじめお名前を記入

願います） 

１ネット５５０円 

（あらかじめ業者から

洗濯ネットをレンタ

ル（５５０円）してい

ただきます。） 

洗濯済みの衣類等の収納を職員が代行す

る場合 
１００円／１回 

○布団干し 週２回以上のふとん干し １００円／１回 

○当施設の協力

医療機関以外

の病院・診療所

等への通院・受

診時の職員付き

添い 

当施設の協力医療機関への通院・受診時の

付き添いは基本サービス（無料）に含まれ

ますが、ご入居者の「かかりつけ医」等の

協力医療機関以外の病院・診療所へ職員が

付き添う場合は、公共交通機関をご利用い

ただく他、付添料として、右欄の料金を負

担していただきます。なお、車いすの方は

施設が介護タクシーを手配しますが、介護

タクシーのご利用料金はご入居者の負担

となります 

１，０００円／１時間 

○外出同行・援助 

個別のご希望に応じて外出時の同行援助

を行います。公共交通機関等をご利用いた

だきますが、車いすの方が介護タクシーを

利用された場合の料金は、ご入居者の負担

となります。なお、同行援助のための経費

（同行援助者の入場料等）は、ご入居者の

負担となります。 

１，０００円／１時間 

○援助サービス 

週１回基本サービス（無料）として「買い

物代行サービス」がありますが、それ以外

で、ご家族が遠方にお住まいで、日頃施設

に立ち寄れない場合等に限り、少額の物品

の買い物代行を行います。 

※ガソリン代は別途いただきます。 

５００円／３０分 

○イベント・小旅

行・買い物ツア

ー 

ご希望者を募って行うイベント、小旅行、

買い物ツアーに参加される場合、それに要

する経費（参加費、入場料等）をご負担い

ただきます。 

実 費 

○個人の趣味活

動に伴う材料

費等 

ご入居者の趣味やご希望に合わせて実施す

るサークル・クラブ活動等で使用する材料

費です。講師謝礼分を含みます。 

実 費 

○日常生活費支

払いの立替 

普段現金を所持していない、お預かりして

いる預り金が不足している、一時的な立替

を希望されるなどの場合、預り金規定に則

り、施設で立て替え払い後、翌月の請求書

１００円／レシート１

枚に付き 
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にて請求をさせていただきます。その場

合、レシート１枚ごとに右欄の料金をご負

担いただきます。ただし、外出、行事、食

事会での立替は、1 日の行程につき右欄の

料金をご負担いただきます。また、１回あ

たりの利用額は１万円までとします。なお、

買い物代行サービスや外出時のお立て替え

にもご利用いただけます。 

○ご家族の食事 
ご家族来所時に、事前のご予約をいただけ

れば、ご利用者と同様の食事を提供します。 

朝食 ４１０円 

昼食 ６５０円 

夕食 ６００円 

○支払い手続き

代行 

郵便局、銀行、コンビニエンス・ストアで

の支払い、メール便、小包発送代行。 

※ガソリン代は別途いただきます。 

５００円／３０分 

○薬剤受け取り

代行 

調剤薬局への薬の受け取り。 

※ガソリン代は別途いただきます。 
５００円／３０分 

○個別の依頼 

給食以外での果物や野菜、卵などの「皮む

き」、「すりおろし」、「輪切り」など、きわ

めて個別な注文を職員に依頼される場合 

１回５０円 

○移送料金 

当施設は中部運輸局静岡運輸支局に「自家

用有償旅客運送者」として登録済みであり、

ご入居者のために有償移送サービスを行う

ことができます。ただし、登録職員以外の

運転が認められないため、登録職員の手が

ふさがっている場合には対応できかねるこ

とから、常にご利用できるとは限りません。 

なお、移送料金は、移送サービスの利用に

関する対価であり、病院等へ付き添う場合

には、別途付き添い料金をいただきます。 

初乗り走行１．５km

まで２００円 

以後、１km 単位ごと

に１００円を加算 

有料駐車場および有料

道路の使用料金につい

ては実費徴収となりま

す 

※ガソリン代は１キロあたり１５円とし、施設から目的地までの往復距離とします。 

 なお、上記以外のオプションサービスを希望される場合には、外部のサービス取扱い

業者を、ご紹介いたします。 

 

③ その他のご利用者負担 

○居室の光熱水費 居室のメーター使用量に基づきご負担いただきます。 
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○電話料 電話サービス提供会社と直接契約をお願いします。 

○駐車場利用料金 ご利用者自家用車の施設内駐車料金：３，０００/月 

○新聞購読料 個人的な新聞購読は販売店との直接契約をお願いします。 

○施設・設備等の破損 
業者の見積りと請求に基づき、実費をご負担いただく場合があ

ります。 

○退去時の居室清掃 

等原状回復費用 

ご退去時には、居室及び居室に対する設備・備品の清掃及び現

状回復の費用をご負担していただきます。 

○居室管理料金 

ご利用者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来

の利用終了日から実際に居室が明け渡された日まで居住費の全

額をご負担いただきます。 

 

 

８ 料金の支払方法 

○ サービス利用料金の支払いは、原則として毎月１５日に施設から料金の請求を行い、

２０日に口座自動引落しにより精算させていただきます。なお、２０日が銀行休日の

場合には、次の銀行営業日に口座自動引落しにより精算させていただきます。 

 

９ 施設の利用に当たっての留意事項 

施設は、ご利用者の共同生活の場ですので、快適性、安全性を確保するために、下

記の事項をお守り下さい。 

 

○ 施設・設備の使用上の注意 

● 居室、共用施設及び敷地をその本来の用途に従って使用して下さい。 

● 居室は原状のまま使用して下さい。 

● 居室、共用施設、又は敷地内で動物(ペット)を飼育することはできません。 

● 施設の物品等を断りなく外部へ持ち出すことはご遠慮下さい。 

● 廊下、共同生活室（リビングルーム）は２１：００～６：００まで消灯します。 

 

○ 施設・設備の原状回復 

 ●施設・設備について、通常の使用では生じない汚損が発生した場合には、ご利用者 

 の負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただきます。 

 ●各居室のエアコンについては、専門業者による点検とフィルター清掃を定期的に 

  実施しますが、点検の結果洗浄が必要と判断された場合には、故障の原因にもなり 
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ますので、ご利用者の負担により現状に復していただくか、又は相当の代価をお支 

払いいただきます。 

 ●各居室のエアコンについては、専門業者による点検とフィルター清掃を定期的に 

  実施しますが、点検の結果洗浄が必要と判断された場合には、故障の原因にもなり 

ますので、ご利用者の負担により、専門業者による洗浄をお願いします。 

○ 施設内で守っていただくべき事項  

● 所持品の持ち込みは、生活上の最小限の持ち物にお願いします。 

● 騒音、けんか、口論、泥酔等、他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。ま

た、むやみに他のご入居者の居室等に立ち入らないようにして下さい。 

●施設内では社会人としてのマナーを遵守して下さい。 

●他のご入居者や当施設職員に対する身体的・精神的暴力行為、セクシャルハラス

メントは、厳に謹んでください。 

●他のご入居者や当施設職員に対する宗教活動、政治活動、営利活動を行うことは

ご遠慮下さい。 

●指定の場所以外で火気を用いることはご遠慮下さい。 

 

○ 面会 

● 面会時間： 午前８：３０～午後８：００ 

● 来訪者は、必ず面会簿にご記入ください。 

● 来訪される場合、「生もの」の持ち込みはご遠慮下さい。 

● ご家族、外来客が居室に宿泊される時は、あらかじめ届け出て下さい。居室内へ

の宿泊は無料です。 

○ 外出・外泊 

● 外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。宿泊先及び帰省予定日、食

事の欠食等について記入して下さい。 

○ 食事 

● 食事が不要な場合は、２日前までにお申し出下さい。２日前までにお申し出があっ

た場合には、欠食時の返金（１日当たり７８５円）をいたします。 

○ 飲酒 

● お酒は、家で健康のため飲まれている方は、持ってこられても構いません。 

○ 施設内禁煙 

● 社会福祉施設においては、健康増進法第２５条に基づき、受動喫煙の防止を図

ることが求められています。居室内を含め施設内ではお煙草をご遠慮下さい。 

○ 物品等の管理 

● 施設に持込まれる物品は、ご本人の自己管理を原則とします。 

● 高額の現金や宝飾品等の貴重品の持ち込みはご遠慮下さい。 

● 火災、事故の危険がある物品の持ち込みはご遠慮下さい。 
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例 石油／ガス／電気ストーブ、ロウソク、線香等 

● 私物にはできるだけお名前をご記入するなど、他ご利用者の私物と取り違い 

されないようご配慮下さい。 

○ 他のご利用者、職員への贈り物 

● 他のご利用者にお菓子などを差し上げる場合は、食事制限やカロリー制限があ

る方もおられますので、職員にご相談下さい。 

● 職員へのお心づけは一切いただいておりませんのでご了承下さい。（お気持ちだ

けありがたくいただきます。） 

○ 玄関の施錠について 

● 施設の玄関入口は、防犯のため夜間帯（ 17：3０～翌朝８：００ ）は、施錠しま

す。その時間帯は、玄関入口のインターホンで職員を呼び出して下さい。インター

ホンに出ない場合には、外線電話（055－928－6811）での呼び出しをお願いし

ます。外へ出られる方は、スタッフステーションへ声をかけ開錠を依頼して下さい。 

○ エレベーターのご利用について 

● 食事時間の前後３０分は配膳カートを１階の厨房から各フロアに運ぶため、ご利

用者やご家族の利用にご迷惑をかけることがありますが、ご了承下さい。 

○ 新聞、郵便物の管理 

● １階入り口に個人用の郵便受けを設置してあります。 

● 郵便物は直接ご入居者にお渡しいたします。ご家族受け取りを希望される方は

事務所に留め置きますのでお申し出ください。 

○ その他 

● サービスの提供及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご

入居者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。ただし、

その場合は、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮に努めます。 

 

１０ サービス提供における事業者の責務 

当施設は、ご利用者へのサービスの提供に際して、次のことを守ります。 

○ ご利用者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。 

○ ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携の上、

ご利用者から聴取、確認します。 

○ ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、２年間保管するとともに、ご

利用者又は代理人の請求に応じて閲覧に協力し、複写物を交付します。 

○ 施設は、サービスの提供に当たっては、ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身 

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、ご利用者に対し身体的拘束その他の 
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方法により行動を制限しません。身体的拘束その他の行動制限を行う場合には、必要

最小限のやむを得ない態様にとどめるとともに、その態様及び時間、その際のご利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

○ 施設及び職員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得たご利用者及びご家族

等の秘密を漏らしません。ただし、他の介護保険事業者または医療機関等に対し、ご

利用者及びご家族等に関する情報を提供する必要がある場合には、ご利用者及びご家

族等に使用目的等を説明し、文書によりあらかじめ同意を得ます。 

○ 苦情処理委員会、身体拘束廃止検討委員会、事故対策委員会等の各種委員会を定期

的に開催してサービスの点検を行うなど、短期利用生活介護の適切かつ安全な提供に

努めます。 

10－２ 事業者における免責事項 

ご利用者が居室等において、職員不在時に転倒等により受傷された場合には、当施設

は医療費の負担その他の責を負いません。 

 

１１ 緊急時の対応 

 ご利用者の容体に変化等があった場合は、速やかにご利用者の緊急連絡先、主治医及

び当施設の協力医療機関等に連絡します。 

あなたの主治医 

氏 名  

連絡先  

緊急連絡先① 

氏 名  

関 係  

連絡先  

緊急連絡先② 

氏 名  

関 係  

連絡先  
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１２ 協力医療機関 

○ 協力医療機関 

【みしま岡クリニック】 

住  所 
〒４１１－００３６  静岡県三島市一番町１３－１１ 

           ヒルトップ壱番町 ２階 

電  話 ０５５－９８３－６１１１ 入院設備の有無  

診療科目 脳神経外科、内科 

○ 協力歯科医療機関 

【佐野歯科クリニック】 

住  所 〒４１０－００２２  静岡県沼津市大岡１４２０ 

電  話 ０５５－９５１－０５２２ 入院設備の有無  

診療科目 歯科 

○ 協力薬局 

【あおぞら薬局】 

住  所 
〒４１１－００３６  静岡県三島市一番町１３－１１ 

           ヒルトップ壱番町 １階 

電  話 ０５５－９８３－６１１７ 分  類 調剤薬局 

当施設では、協力医療機関との間で、次のとおり連携を行っています。 

①利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を 

常時確保しています。 

②診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保しています。 

また、利用者の病状の急変が生じた場合ほか緊急時における対応方法について、協力

医療機関との間で、１年に１回以上、見直し及び必要に応じた変更を行います。 

 

１３ サービスの終了 

当施設が提供する特定施設等入居者生活介護サービスは、次の事項に該当するに至

った場合に終了します。 

○ ご利用者の都合でサービスの終了を希望する場合 
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● ご利用者は、７日間以上の予告期間をもって、施設長あてにサービス終了の申し

出をすることにより契約を解除できます。 

○ 施設側の都合でサービスを終了する場合 

● 人員不足等やむを得ない事由により、サービスの提供を終了させていただく場合

があります。この場合は、サービス終了日の３０日前までに、文書によりご利用

者に通知するとともに、他の特定施設、介護保険施設等を紹介する等の適切な措

置を講じます。 

○ 自動終了 

● 次の場合は、サービスは自動的に終了となります。 

   ア) ご利用者の要介護度が、「自立」または「要支援」と認定された場合 

   イ) ご利用者がケアハウスを退居されたとき 

   ウ) ご利用者が亡くなられたとき 

○ その他 

● 当施設が、 

ア) 正当な理由がなくサービスを提供しない場合 

イ) 守秘義務に違反した場合 

ウ) あなたやあなたのご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

エ) 施設が破産した場合 

あなたは文書で通知することにより直ちにこの契約を終了することができます。 

● あなた又はあなたの家族が、 

ア) サービスの利用料金を２ヵ月以上滞納し、支払いの催告を再三受けたにもか

かわらず支払わないとき 

イ) 当施設に対してこの契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合 

ウ) 他のご利用者又は当施設職員に対して、身体的な力を使って危害を及ぼす行 

為、言葉や態度によって、個人の尊厳を傷つけたり、人格を貶めたりする行 

為又はセクシャルハラスメント行為を行い、その行為が繰り返される危険性 

が認められる場合施設は文書であなたに通知することにより、直ちにこのサ 

ービスを終了させていただくことがあります。 

● 医師が当施設での生活が困難だと判断した場合、医療依存度が高く介護サービス

の範囲では身体的・精神的安定を図ることが難しいと認めた場合、入院後、退院

の見込みが不明な場合、当施設の建物・設備・職員配置等の観点から、安全に生

活を続けることが困難と認められる場合は、退居をお願いすることがあります。

その場合には、事前にご利用者又はご家族等と相談の上、対応いたします。 
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１４ 事故発生時の対応 

○ サービスの提供により、事故が発生した場合には、速やかに市町村、ご利用者のご

家族等に連絡を行うとともに、必要かつ適切な措置を講じます。 

○ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

○ 施設サービスの提供によって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠

償を行います。 

○ 事故防止対策委員会において、その分析を通じた改善策を検討するとともに、職員

に再発防止を周知徹底する体制を整備します。 

 

１５ 損害賠償 

 当施設において、施設の責任によってご利用者に生じた損害については、当施設は賠 

償額が確定し次第速やかにその損害を賠償します。 

 但し、その損害の発生について、ご利用者に故意または過失が認められ、かつご利用 

者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合、当施設の損害賠償額が減額 

されることがあります。 

（例：ご利用者が転倒により骨折したとき、施設に明らかな過失が認められない場合、

治療費はご利用者負担となることがあります） 

 

１６ 虐待防止の取組みと発生時の対応 

 ご利用者やその家族に対して、虐待に該当する行為を行うことのないよう虐待防止の 

理解をはじめとする研修等を行い、発生の予防に努めます。また、虐待が発生した場合 

には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理 

者に報告します。 

 

１７ 非常災害時の対策 

消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に

基づき、また、消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。 

訓練の方針 施設長は、火災・地震・風水害等非常災害に備えて、消火・避難・
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救出等に関する計画を定め、定期的に訓練の実施等万全の対策を

講ずるとともに、ご利用者が常に防災に心掛けるよう指導しま

す。 

平常時の訓練等 
別途定める「岡宮グリーンヒル消防計画」にのっとり、昼間及び夜

間を想定した避難訓練を、ご利用者も参加して実施します。 

防災設備 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火扉・シャッター あり 

補助散水栓 あり 防炎垂れ壁 あり 

自動火災報知機 あり 避難階段 ２ヵ所 

誘導灯 あり ガス漏れ報知機 あり 

非常用電源 あり 非常通報装置 あり 

消防計画等 

消防署への届出日： 平成２9 年 4 月３日 

防火管理者：増井 了太  

 

１８ 業務継続計画（ＢＣＰ） 

 

１９ 苦情の受付及び解決 

○当施設の利用に関するご相談・苦情、及び特定施設等サービス計画に基づいて提供す

る各サービスについてのご相談・苦情を承ります。苦情申し出者は、苦情を申し立て

たことにより、何らかの差別待遇を受けません。 

○「ご意見箱」を１階及び２階に設置していますので、お気軽にご利用下さい。 

○ 苦情受付担当者   土屋  絵莉香（生活相談員） 

             電 話  ０５５－９２８－６８１１ 

             FAX   ０５５－９２８－６８３３ 

 感染症や非常災害の発生時において利用者に対するサービスの提供を継続的に実施

し、早期の業務再開を図るための業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、計画に基づいて定

期的に訓練や内容の見直しを行っています。 
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○ 苦情解決責任者   山本  潔（施設長） 

電 話  ０５５－９２８－６８１１ 

FAX   ０５５－９２８－６８３３ 

このほか、次の公的機関や当施設が設置する第三者委員等に苦情を申し立てること 

ができます。 

沼津市 市民福祉部 長寿福祉課 

〒410-8601 

沼津市御幸町１６番１号 

電 話 ０５５－９３４－４８７３ 

静岡県国民健康保険団体連合会 

 介護保険課 苦情相談窓口 

〒420-8558 

静岡市葵区春日２丁目４番３４号 

電 話 ０５４－２５３－５５９０ 

第三者委員 ○森田 紀 沼津市大岡 345-1    ℡ ０５５－９６２－３３３５ 

      ○越川  年 沼津市大岡 1330-41  ℡ ０５５－９２１－８５０９ 

※第三者委員は、公平中立な立場で苦情を受け付け、相談に乗っていただける委員です。 

 

○苦情申し出があった場合の当施設の苦情処理手順は、次のとおりです。 
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(1) 苦情の受付 

① 苦情受付担当者は、ご利用者等からの苦情を随時受付けます。なお、第三者委員も

直接苦情を受付けることができます。 

② 苦情受付担当者は、ご利用者からの苦情受付けに際し、次の事項を書面に記録し、

その内容について苦情申出人に確認します。 

ア）苦情の内容  

イ）苦情申出人の希望等   

ウ）第三者委員への報告の要否 

エ）苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの 

要否 

③ ウ）及び エ）が不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いによる解

決を図ります。 

  

(2) 苦情受付の報告・確認 

① 苦情受付担当者は、受付けた苦情はすべて苦情解決責任者と第三者委員に報告しま

す。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場

合を除きます。 

② 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行います。 

③ 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認す

るとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。 

 

 

(3) 苦情解決に向けての話し合い 

①苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努めます。その際、苦情申出人

又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができます。 

② 第三者委員の立ち会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により

行います。なお、苦情解決責任者も第三者委員の立ち会いを要請することができま

す。 

ア）第三者委員による苦情内容の確認  
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イ）第三者委員による解決案の調整、助言 

ウ）話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認 

 

 

 

(4) 苦情解決結果の記録、報告 

① 苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適正化が確

保されます。これらを実効あるものとするため、記録と報告を積み重ねていきます。 

ア）苦情受付担当者は、苦情受付けから解決、改善までの経過と結果について書面

に記録します。 

イ）苦情解決責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果について第三者委員に報告し、

必要な助言を受けます。 

ウ）苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及

び第三者委員に対して一定期間経過後、報告します。 

 

 

 (5) 解決結果の公表 

ご利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図る 

ため、個人情報に関するものを除き「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、 

公表します。 

 

 

２０ 提供するサービスの第三者評価の実施状況   

(1) 実施の有無      有 

(2) 実施した直近の年月日 平成 22 年 6 月 29 日 

(3) 実施した機関の名称  静岡県社会福祉協議会 

(4) 評価結果の開示    静岡県及び静岡県社会福祉協議会ホームページで開示 
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２１ 身元保証人及び連帯保証人 

身元保証人及び連帯保証人の選任 
 

施設はご利用者に対して、「身元保証人」1 名及び「連帯保証人」1 名を定めていた

だきます。身元保証人及び連帯保証人は、次の責務を担います。 

（身元保証人） 

● この利用に基づくご利用者の、施設に対する債務の保証人としての責任を負います。 

● ご利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するよう

に協力いただきます。 

● 利用の解除及び終了時には、ご利用者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に努

めていただきます。 

● 利用終了後の、ご利用者の身柄、所持品（残置物）の引き取り及び遺留金品の処理、

その他の必要な措置をお願いします。 

（連帯保証人） 

●１３０万円を上限として、この利用に基づくご利用者の、施設に対する債務を利用者

と連帯して負担します。 

●連帯保証人にご負担いただく債務額は、ご利用者又は連帯保証人が死亡したときに確

定します。 

●連帯保証人から請求があったときは、施設は、入居者の全ての債務額等に関する情報

を連帯保証人に提供します。 
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身元保証人及び連帯保証人の変更・連絡先の変更 

● 身元保証人及び連帯保証人が、それぞれの義務の履行が困難になった場合には、ご利

用者は新たな身元保証人・連帯保証人を選任して、施設に通知しなくてはなりません。 

● 施設が新たな身元保証人・連帯保証人の選任に同意する場合には、契約当事者間で当該保

証人等の変更に関する「合意書」を締結し、契約当事者が「利用契約書」と合わせて保管す

るものとします。 

● 身元保証人・連帯保証人の住所・連絡先が変更になる場合には、速やかに施設あてご

連絡下さい。 

 

２２ 住所地特例について 

○ 住所票を移動された場合の住所地特例の適用について 

沼津市以外の他市町村から当施設へ入居されたご利用者が、当施設へ住所票を移動

された場合は、介護保険法の規定に基づき、入居後も引き続き従前の他市町村が保険

者となる「住所地特例」が適用されますのでご留意下さい。 
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令和   年   月   日 

（施 設） 

 ケアハウス岡宮グリーンヒルの利用サービス並びに短期利用特定施設入居者生活

介護の提供に当たり、この説明書に基づいて重要事項を説明しました。なお、加算に

ついては加算条件を満たした場合の算定となること、ご利用中に加算の内容が変更と

なる場合があることを説明しました。 

 

所在地  静岡県沼津市岡宮１１８２番地の１ 

名 称  岡宮グリーンヒル 

説明者  生活相談員 

             印 

 

（利用者） 

上記により、ケアハウス岡宮グリーンヒルの利用サービス並びに短期利用特定施設入

居者生活介護に関する重要事項の説明を受け、サービスの提供加算に同意しました。 

なお、加算については加算条件を満たした場合の算定となること、ご利用中に加算の内

容が変更となる場合があることに同意しました。 

  

利用者 

住 所                                 

   

氏  名                                印 

 

 □代理人（選任した場合） □署名代行者（代筆した場合） □家族・立会人 

 

住 所                                 

   

氏  名                                印 

 

利用者との関係                             

 


